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（１）地域戦略の目標

静岡県は、富士山をはじめ南アルプス、伊豆半島、浜名湖など変化に富んだ美しい自然に恵まれ

ています。

このめぐまれた県土を次世代へと継承していくために、生物多様性について県民みんなで理解し、

行動していくことが必要です。

これらの自然が有する生物多様性の素晴らしい環境を後世に継承していくため、県では、「ふじのく

に生物多様性地域戦略」を平成30年３月に策定しました。

（２）地域戦略の期間

生物多様性は長期的な見通しを必要とするものであり、生態系は 100 年単位、1000 年単位で変化

を捉える必要があります。

本戦略では、長期的な視点に立った科学的知見のもとで、2018（平成 30 年）年４月１日から 2028

（令和 10年）年３月 31日までの 10 年間を具体的な計画期間とします。

計画策定から５年が経過した 2023（令和５年）年３月に、社会情勢の変化や生物多様性国家戦略

2023-2030 を踏まえて改訂を行いました。

※国の「生物多様性国家戦略 2023-2030」では、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を踏まえて、

2030 年までに「ネイチャーポジティブ（自然再興）の実現」、2050 年ビジョンに「自然と共生する

社会」を掲げています。

年度
生物多様性国家戦略 ふじのくに

生物多様性地域戦略
静岡県環境基本計画

2018（H30） 計画初年度 第 3次計画

2019（R01）

2020（R02） 【短期目標】 【計画目標】

2021（R03） 第 4次計画

2022（R04）
中間見直し

2023（R05）

2024（R06）

2025（R07） 【中間目標】

2026（R08）

2027（R09） 計画期間終了

…

2030（R12） 【短期目標】

2050（R32） 【長期目標】

１ 生物多様性地域戦略の概要生物多様性地域戦略の概要

生物多様性の大切さを理解し、力を合わせて、

生物多様性にめぐまれた理想郷 “ふじのくに” に生きる

ふじのくに生物多様性地域戦略の目標

H30評価

国家戦略2023-2030策定

R1評価

R2評価

R3評価

R4評価

R5評価
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（３）ＰＤＣＡサイクルによる進行管理

本戦略の推進に当たっては、「PDCA サイクル」（戦略の策定：PLAN、取組の実行：DO、点検・評価：

CHECK、見直し：ACTION）の各過程で「ふじのくに生物多様性地域戦略推進会議」による協議・調整

を図り、取組の点検、評価及び戦略の見直しを行います。なお、PDCA サイクルの継続的な改善を行

うに当たっては、社会情勢や環境の変化等に順応的に対応しながら実施していきます。

（４）戦略の基本的な考え方

生物多様性の保全と持続可能な利用を目指すためには、古くから日本人が持っていた自然観を

大切にし、自然と人が共生する社会の実現に向けて、みんなで行動していくことが必要です。

そのため、「生物多様性国家戦略 2023-2030」の理念「自然のしくみを基礎とする 真に豊かな

社会をつくる」を踏襲します。

⇒ “ヒト”は生物多様性の一要素ですが、同時に人として生物多様性と共生していくために、
9つの基本的視点により対応していきます。

９つの視点

①地域の固有性歴史性を重視する
②自然に委ねる
③人が働きかける
④保全・再生・創出する
⑤気候変動に対応する
⑥持続可能な利用をする
⑦いのちのめぐみを未来につなぐ
⑧防災・減災に活用する
⑨みんなで力を合わせる

戦略の策定（PLAN）

Ÿ 地域戦略の策定・改定
Ÿ 進捗状況を踏まえた、取組の修正や
追加（毎年）

取組の実行（DO）

Ÿ 各主体による取組の実践

点検・評価（CHECK）

Ÿ 庁内関係課が取組の実施状況をと
りまとめ、「年次報告書」を作成

Ÿ ふじのくに生物多様性地域戦略推
進会議による年次報告書の点検

Ÿ 年次報告書に対する県民・事業者等
の意見聴取

見直し（ACTION）

Ÿ 評価結果や、県民・事業者等の
意見を踏まえた取組の見直し

継続的な
改善

▼ 本戦略の基本理念は、生物多様性国家戦略の理念を踏襲します

PDCAサイクルによる本戦略の進行管理
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（５）目指す将来像（イメージ図）
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○ 伊豆半島
○ 富士山
○ 南アルプス
○ 浜名湖
○ 今守りたい大切な自然

自然のしくみを基礎とする 真に豊かな社会をつくる基本理念

社会全体・生態系ごとの将来像目指す将来像

ふじのくに生物多様性地域戦略の体系

生
物
多
様
性
の
大
切
さ
を
理
解
し
、
力
を
合
わ
せ
て
、

生
物
多
様
性
に
め
ぐ
ま
れ
た
理
想
郷
“
ふ
じ
の
く
に
”
に
生
き
る

【基本方向１】

多様な生物の

個性とつながりを

大切にする

【基本方向３】

生態系を保全・再生

・創出する

1 生物多様性に関する調査・
研究の推進

2 希少野生動植物の保護

3 外来生物や遺伝的攪乱等の
拡大防止

4 野生鳥獣の保護・管理

8 豊かな自然環境が残る奥山
の保全

9 自然と人がともに生きる
里地里山・田園づくり

10 都市の自然再生・創出

11 河川・湖沼・湿地の水辺の
つながりの確保

12 海岸から深海につながる
生態系の保全

戦略の目標 基本方向 行動方針

【基本方向４】

特徴的な地域の環境

を重点的に守る

行
動
計
画
（
戦
略
・
第
４
章
）

地
域
別
個
別
計
画
（
戦
略
・
第
５
章
）

【基本方向２】

生物多様性を支える

社会をつくる

5 生物多様性に配慮した生活や
事業活動の推進

6 人と生物多様性が育む
歴史・文化の継承

7 生物多様性に関する
環境教育の推進

南アルプス

浜名湖

伊豆半島

富士山

※今守りたい大切な自然（赤印部分）
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(概要)

平成 30 年(2018 年)３月に策定した「ふじのくに生物多様性地域戦略」について、計画実施

６年目となる令和５年度の「管理指標」の進捗状況及び施策の実施状況を確認した。

１ 管理指標の進捗状況

＜管理指標の進捗状況区分＞

※計画最終年度（2027 年度）に目標を達成するものとして、基準値（2016 年度）から目標

値（2027 年度）に向けて各年均等に推移した場合における各年の数値を「期待値」とする。

管理指標 ◎ ○ ● ― 計

１ 総合的な管理指標 0 1 0 0 1

２ 【基本方向１】

「多様な生物の個性とつながりを大切にする」
1 4 2 0 7

３ 【基本方向２】

「生物多様性を支える社会をつくる」
4 4 1 1 10

４ 【基本方向３】

「生態系を保全・再生・創出する」
0 6 4 0 10

計
5 15 7 1 28

(18.5%) (55.6%) (25.9%) (－) (100%)

区分 進捗状況 基準

◎ 計画を上回って実施（予定含む）
現状値が期待値の推移の＋30％超

（維持目標は現状値が目標値の 115％以上）

○ 計画どおり実施（予定含む）
現状値が期待値の推移の±30％の範囲内

（維持目標は現状値が目標値の 85％以上 115％未満）

●
計画より遅れており、より一層の推進

を要する

現状値が期待値の推移の－30％未満

（維持目標は現状値が目標値の 85％未満）

― 「今年度の見込」の設定が難しい指標

２ 令和５年度の各施策の実績と評価

施策ごとの進捗状況

74.1%
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２ 評価・分析

・管理指標は、令和５年度の実績値が明らかになった 27 指標(令和６年 11 月末時点)のうち、

５指標が「計画を上回って実施（◎）」、15 指標が「計画どおり実施（○）」となり、74.1％が

順調に進捗し、７指標が「計画より遅れており、より一層の推進を要する（●）」となった。

令和４年度の◎及び○の割合 58.3％から改善しており、計画全体としては概ね順調に推移し

ていると評価した。

・新型コロナウイルスの影響により、県民参加型の取組は一時実績値が落ち込んでいたが、令

和４年度から徐々に回復し、令和５年度では２指標（「県立青少年教育史説の利用者数」「森づ

くり県民大作戦の参加者数」）を除き◎又は○となっている。●となった２指標についても令

和４年度以前と比較し実績は回復した。

・◎となっている指標のうち、「緑化優良工場としての受賞件数」は 2027 年度目標の 80 件を上

回る 95 件となり、令和４年度の 92 件から更に取組が進んでいる。また、令和４年度の改訂で

新たに指標に加えた「犬猫の殺処分件数」についても、基準値（令和元年度の 719 頭）から比

較して令和５年度は 65 頭となり、計画を上回り進捗している。

・●となっている指標のうち、「狩猟者の登録件数」「認定茶草場面積」は、平成 28 年度の基準

値を下回っており、目標達成に向けては更なる取組の推進が必要となっている。
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管理指標

実績 目標 評価
区分

※a と b
を比較

2016 年度
（H28）

2022 年度
（R4）

2023 年度
（R5） a

2027 年度
（R9）b

県内の野生生物の絶滅種数
―

（絶滅：12 種）

0 種
（絶滅：12 種）

0 種
（絶滅：12 種）

0 種
（絶滅：12 種）

○

管理指標

実績 目標 評価
区分

※a と b
を比較

2016 年度
（H28）

2022 年度
（R4）

2023 年度
（R5） a

2027 年度
（R9）b

自然公園・自然環境保全地域
面積

90,343ha 90,347ha 90,450ha 90,343ha ○

富士山登山道沿いの外来植物
種数 ※調査４年毎

0 種 0 種 0種 0 種 ○

鳥獣保護区等の面積 187,839ha 186,412ha 183,592ha 187,839ha ○

狩猟者の登録件数 5,158 人 4,991 人 4,885 人 6,000 人 ●

伊豆地域ニホンジカ生息頭数
約 43,500 頭
（2015 年度末）

26,700 頭 21,900 頭
約 4,600 頭
（2026 年度）

○

富士地域ニホンジカ生息頭数
約 20,900 頭
（2015 年度末）

15,300 頭 14,700 頭
約 2,400 頭
（2026 年度）

●

犬猫の殺処分件数
719 頭

（2019 年度）
102 頭 65 頭

0 頭

(2030 年度)
◎

【基本方向１】

「多様な生物の個性とつながりを大切にする」の管理指標

総合的な管理指標

指標の定義

静岡県版レッドリスト 2017 に掲載されている絶滅種（12 種）以外で新たに「絶滅」のカテゴリーに選定
された種数（既に絶滅しているかもしれないが、現状の確認ができていないものを除く）

行動方針１ 生物多様性に関する調査・研究の推進

行動方針２ 希少野生動植物の保護

行動方針３ 外来生物や遺伝的撹乱等の拡大防止

行動方針４ 野生鳥獣の保護・管理
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［水辺の国勢調査］

・河川水辺の国勢調査は、河川では、「魚類調査」「底生動物調査」「植

物調査」「鳥類調査」「両生類・爬虫類・哺乳類調査」「陸上昆虫類等

調査」の ６項目の生物調査と、植生図と瀬・淵や水際部の状況等、

河川構造物を調査する「河川環境基図作成調査」、河川空間の利用者

数などを調査する「河川空間利用実態調査」の計８項目の調査。

令和５年度は、菊川において調査を実施。［河川企画課］

［動植物や自然環境の調査］

・県内に生息・生育する希少野生動植物等の状況を把握するため、希少野生動植物の調査会や希少魚類

保全対策（河口調査）、昆虫調査（南アルプス）等の各種調査を実施。［自然保護課］

［各研究所や民間団体との連携による調査・研究等］

・持続的農業生産技術や森林保全技術の開発に関する研究を実施し、

研究成果を発信･共有。［農林技術研究所］

・水産資源の維持管理、深海生物の調査、希少生物の保護等に関す

る研究を実施し、研究成果を発信・共有。［水産・海洋技術研究所］

・南アルプス、天城山等高標高地域に気候変動モニタリング体制を

構築し、気象観測や撮影を実施。［環境衛生科学研究所］

・茶草場における生物多様性調査の実施。［世界農業遺産「静岡の茶

草場農法」推進協議会、お茶振興課、NPO 法人静岡県自然史博物館

ネットワークとの協働］

［ミュージアムを中心とした調査・研究等］

・県内自然環境の考察・理解に資する諸地域での調査研究、自然史標本の収集保管、成果の発信（展

示・出版等）、各種学会年会の誘致・開催、各種イベント等での教育普及の実施。

移動ミュージアム（R5）

・ミュージアムキャラバン

（28箇所、 31,814人）

・ミニ博物館

（16箇所、170,145人）

［文化政策課・地球環境史ミュージアム］

生物多様性に関する調査・研究の推進行動方針１

水生生物の簡易調査

希少魚類保全対策（河口調査）

茶草場で確認されたカケガワフキバッタ

希少野生動植物の調査会 昆虫調査（南アルプス）

移動ミュージアム（JR静岡駅地下道） ミニ博物館

気候変動モニタリング：結氷した八丁池
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県の研究機関と環境に関する研究課題の例（2023 年（令和５年）度）

機関名称 主な研究課題例

農林技術研究所

果樹研究センター カンキツ害虫の薬剤抵抗性管理体系の確立

森林・林業研究センター
カーボンニュートラルの実現に向けた新たな森林経営モ

デルの開発

畜産技術研究所 コーヒー粕飼料によるメタンガス削減効果の検討

水産・海洋技術研究所
ブルーカーボン量の推定に必要な海藻の面積の簡易測定

技術の開発

環境衛生科学研究所
西部河川地域における地下水熱交換システム普及に関す

る研究
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改訂した静岡県レッドデータブック 「動物編」（左）、「植物・菌類編」（中央）、「普及版」（右）

［希少野生動植物の調査］

・土地の改変面積が５ha を超える開発を行う場合、静岡県レッドデータブックに掲載された希少種を

含め、自然環境についての調査及び保全対策を実施するように指導。［自然保護課］

⇒ 本県は、豊かな自然に恵まれ、全国有数の動植物相を誇る地であり、哺乳類では、全国約160種の

うち51種の、鳥類では、全国約700種のうち414種の生息が、植物でも、蘚苔類、藻類、地衣類、

菌類を除く全国約7,000種のうち、3,419種の生育が確認。

⇒ 県内の主に陸域・淡水域に生育・生息する動植物10分類群を対象とした静岡県レッドリスト（R2.3

改訂）では、評価対象とした県産種13,445種のうちの約1割に当たる1,263種が絶滅の危惧。

［レッドデータブックの普及］

・絶滅の可能性のある野生生物の分布や生息・生育状況について詳細に取りまとめた静岡県レッド

データブック（H16.3）を公表。

・初版発行時からの状況変化を調査し、改訂版を作成。平成 31 年３月に「動物編」、令和２年３月に

「植物・菌類編」を県ホームページに公表。静岡県レッドデータブックの内容を分かりやすく編集

した「普及版」を出版。［自然保護課］

［条例等による保護］

・静岡県希少野生動植物保護条例(平成 22 年条例第 37 号)に基

づき､ホテイラン、ホテイアツモリソウ、キバナノアツモリソ

ウ、タカネマンテマ、キンロバイ(ハクロバイを含む。)、オオ

サクラソウ、カイコバイモ、アカウミガメ、カワバタモロコ、

ヤリタナゴ及びヒメヒカゲの 11 種類の動植物を｢指定希少野

生動植物｣に指定し、捕獲・採取等を規制。

・各種団体と連携し、生息・生育状況の調査や保護監視員によ

る保護監視、生息・生育環境整備等の保護対策を推進。

［自然保護課］

希少野生動植物の保護行動方針２

カイコバイモの生育環境整備活動
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［傷病希少野生動物の保護］

・日本平動物園と浜松市動物園の２か所において、ケガをした野生鳥獣を保護。

・動物園での治癒後にすぐに放鳥獣できない野生鳥獣の保護を行う傷病野生鳥獣保護サポーターに令

和５年度は新たに４名を認定（R6.3 末 65 名）。４件の傷病野生鳥獣の保護を依頼。［自然保護課］

傷病鳥獣保護件数（R5）

［アカウミガメの保護］

・アカウミガメの生息域に配慮するため、養浜を主体とした海岸侵食対策を実施し、浜幅を維持。

［河川海岸整備課］

・遠州灘海岸において、環境保護団体とアカウミガメの上陸産卵調査、卵の保護監視活動などのアカ

ウミガメの保護事業を実施。 [自然保護課]

※NPO 法人サンクチュアリエヌピーオーと産卵保護事業を実施。

※県下全域（令和５年度実績 産卵頭数：116頭、産卵個数：14,078個）

※アカウミガメ保護監視員を委嘱し、産卵地における巡視や卵の保護等を行うとともに、海岸のクリー

ン作戦を実施。

区分 鳥類 獣類 合計

日本平動物園
13( 4) 0(0) 13( 4)

6( 4) 0(0) 6( 4)

浜松市動物園
10( 3) 0(0) 10( 3)

7( 3) 0(0) 7( 3)

計
23( 7) 0(0) 23( 7)

13( 7) 0(0) 13( 7)

遠州灘でのアカウミガメ上陸数等（御前崎市から浜松市まで）

アカウミガメ観察会 プラスチック回収BOX設置

※上段は保護件数の合計、下段は静岡県レッドデータブック掲載種の保護件数（内数）

（ ）内は放鳥獣数で内数。

サポーターに保護を依頼したフクロウ
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［ニホンウナギの資源管理］

・内水面漁場管理委員会指示を更新し、10～２月のウナギの採捕禁止を継続。

※R6 漁期（R5.11 月～R6.4 月)の本県のシラスウナギの池入れ実績は 1.6 トン/割当量 2.3 トン。

［水産資源課］

［自然再生事業時における配慮］

・「富士山静岡空港に係る環境監視計画」に基づき、富士山静岡空港周辺に生育・生息する希少動植

物の保護・保全を適切に実施。ビオトープ等の多様な動植物の生息環境の維持管理などを実施。

［空港管理課］

・麻機遊水地において、貴重な自然環境の保全、自然再生事業を推進するため、底質・水質モニタリ

ング調査及び浄化対策を実施。［河川企画課、河川海岸整備課］

・県立静岡北特別支援学校は、「麻機遊水地保全活用推進協議会」と協働して「地域と歩む麻機遊水地保

全活動プロジェクト『麻活』」を実施。［特別支援教育課］

・許認可等の規制により自然公園及び自然環境保全地域を保全。［自然保護課］

※自然公園や自然環境保全地域は、土地の所有形態に関係のない地域制の公園として指定されており、

民有地であってもそれぞれ公園計画、保全計画で区域が定められており、特に保全を図る必要性の

高い特別地域内における各種行為は許可制、それ以外の普通地域内は届出制。

・自然公園の公園計画及び自然環境保全地域の保全計画については、環境の変化等に対応して、順次

見直しを実施。平成 29 年度から平成 30 年度にかけて、関係機関との調整を行っていた明神峠自然

環境保全地域及び函南原生林自然環境保全地域について、令和元年度は、環境審議会において保全

計画の変更案を諮問し、令和２年度は、環境審議会の答申を受け、両地区の区域変更を実施。

令和５年度から６年度にかけて、愛鷹山自然環境保全地域の見直しが完了し、順次、他の自然環境

保全地域についも見直しを実施していく。

・静岡県自然環境保全条例(昭和 48 年条例第９号)に基づき、宅地の造成、ゴルフ場の建設、レクレー

ション施設用地の造成、墓地の造成、鉱物の掘採又は土石の採取等の開発行為で一定規模以上のも

のについては、自然環境の保全のため特に必要がある場合に、事業者と自然の保全・緑化等を内容

とした「自然環境保全協定」の締結を指導。[自然保護課]

年 度

区 分
令和 5 年度

国 立 公 園 366

国 定 公 園 59

県 立 自 然 公 園 222

公 園 小 計 647

自 然 環 境 保 全 地 域 3

計 650

自然公園及び自然環境保全地域の許可届出件数(単位：件数)

空港周辺のビオトープ 麻機遊水地区における活動 静岡北特別支援学校

の発表風景

空港周辺のビオトープ 麻機遊水地区における活動 静岡北特別支援学校

の発表風景




